
確定申告期間が延長されます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、十分な期間

を確保し申告会場の混雑の回避を図るため、滝上町内で実施す

る「所得税の確定申告」「住民税の申告」期間も下記のとおり延

⾧いたします。

※入場時の検温、マスクの着用、アルコール消毒などの感染予防

へのご協力をお願いします。また体調がすぐれない方は、無理をせ

ずに後日あらためてご来場ください。

※会場の混雑が予想される場合は、日程や時間を調整させてい

ただく場合がありますのであらかじめご了承ください。

※滝上町内の会場では、LINEによる入場整理券の事前発行は

行っておりませんのでご注意ください。（税務署のみ対応）

※混雑状況を確認したい場合は下記までご連絡ください。

ご不明な点は、滝上町役場 住民生活課 住民税係

0158-29-2111（内227・228）までご連絡をお願いします。

申告期間:2月16日~4月15日

申告会場:2月16日~3月15日（別紙 申告日程表のとおり）

3月16日~4月15日（役場庁舎 税務窓口）

受付時間:午後3時30分まで






